
 

農 業 委 員 会 の 業 務 
 

 
  
  
（１）地域農業の構造改革を推進 

     農業の担い手育成と農地の有効利用を通じて活力あるむらづくりに取り組みま

す。農業基盤強化促進法による「認定農業者への支援」「農地の貸し借りの促進」

「農村の活性化」などに努めます。 
（２）農地行政の適正な執行 

農地の、貸借、転用等について、農業者を代表する機関として農地法等に基づ

き公正に審査を行います。 
 （３）地域の世話役活動と農業者の公的代表 
     農業委員一人一人が、集落できめ細やかな世話活動を行い、農業者・集落の声

を行政・政策へ反映するため、農業委員として建議等を行います。 
 
 
 
 

(１)法令に基づく必須業務 (農業委員会法第６条１項) 
 （A）農業生産の基盤となる優良農地を守り、有効利用するための取り組み 
  １．農地法に基づく業務 
   ２．農業経営基盤強化促進法に基づく業務 
   ３．農山漁村活性化に基づく業務 
   ４．農業振興地域整備法に基づく業務 
   ５．土地改良法に基づく業務 
  ６．特定農山村法に基づく業務 
  ７．その他法令に基づく業務 

 
(２)法令に基づく任意業務 (農業委員会法第６条２項) 

 （B）農業振興のための取り組み 
  １．農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する業務 
  ２．農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する業務 
  ３．法人化その他農業経営の合理化に関する業務 
  ４．農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究 
  ５．農業及び農民に関する情報提供 

 
(３)意見の公表、建議、答申に関する業務 (農業委員会法第６条３項) 

     地区内の農業及び農業者に関する事項について、意見を公表したり、他の行政 
庁に建議し、又はその諮問に応じて答申する業務があります。 

 
☆その他、関連業務として、農業者年金及び全国農業新聞等に関する普及活動も行います。 

木城町農業委員会のご紹介・ご案内！

１．農業委員会の役割 

２．農業委員の業務 



木城町農業委員会における主な定期活動  
 

１．定例総会 
原則として月 1回、毎月 28日（閉庁日は繰延）の午前 9時 30分から開催。 

   ２．農家相談  
     毎月 20日の午前１０時から正午までの午前中に開催しています。 

３．農地転用事前調査【毎月の申請締切日は、１７日（閉庁日は繰上）です。】 
     毎月 20日の午後 1時 30分から、転用申請地の現地調査を行います。 

（会長、農地部長、各月の担当委員 2名、地区担当委員及び事務局が参加） 
４．木城町認定農家審査委員（木城町農業経営改善等対策会議）になっています。 

   ５．その他、各担当地域における相談業務など幅広い活動を行っております。 
    ＊農業委員の任期(３年間)の満了について【平成２３年 7月 19日まで】 
    ・選挙委員（８名）及び、選任委員(４名：農協推薦理事・共済組合理事・議会推薦学

識経験者・土地改良区)の合計１２名で構成されています。 
     ただし、選任委員につきましては、それぞれに所属します機関により任期が異なりま

す。 
 
   ６．木城町農業委員及び事務局員         （平成２１年５月１日現在） 

役 職 名 氏    名 担  当  地  区 

会   長 黒 木  三 川 原・櫛 野・白木八重 

職 務 代 理 林  勝 昭 田 神・岩 戸・新岩戸 

農 地 部 長 神 田 直 人 谷 内・石河内・中之又 

農 政 部 長 工 藤 久 美 子 溜 水・百合野 

農 政 委 員 税 田 輝 房 北 山・仁君谷・木 寺・駄 留 

〃 鎌 田 勝 敏 下  鶴 

〃 眞 鍋  廣 比  木 

〃 荒  川  浩 田 畑・一向瀬・中椎木 

農 地 委 員 押 川 和 夫 出 店・四日市・中川原・重 木 

〃 山 田 秋 吉 中 原・陣之内・牧之内・ 

〃 重 永 斗 志 夫 町・在 

〃 後 藤 ミ ホ 岩渕上・岩渕下 

事 務 局 長 半 渡 英 俊 総  括 

専 門 監 伊  藤  章 農 地・農 年 

主  査 高 橋 茂 義 農 地・庶 務 

事 
 
務 
 
局 優良農地創出 

コーディネーター
宮 越 則 雄 農 地 
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促進等事務

１　認定農業者等担い手の育成及び確保

（１）　現状、課題及び平成２３年度までの目標

　

２　担い手への農地の利用集積

（１）　現状、課題及び平成２３年度までの目標

　

３　耕作放棄地の解消

（１）　現状、課題及び平成２３年度までの目標

　

４　違反転用への適正な対応

　再認定率の向上と新規拡大を図るため、８月頃に認定農家と農業委員との意
見交換会を行い、現状把握及び目標達成に努めます。

目　　　　　　標

１　８　　ｈ　ａ

　農家を取り巻く現状も厳しく、担い手も減少傾向にあり、農地集積も横ばい傾
向であります。

これまでの集積面積 集　積　率

１６　ｈａ　　　 2.31%

活　動　計　画 　耕作放棄地のうち、農地・非農地判断、判断未了地の非農地への判断推進を図る。
　所有者並びに担い手による耕作再開への働きかけを行い、農地確保に努めます。

課　　　　　題
　農家の高齢化・担い手の減少、不在地主や鳥獣被害などにより、耕作放棄地
は増加しております。

平成２３年度までの目標 解消面積　　４４．８　ｈａ　　　【非農地４３．６ｈａ＋（農委１２名×０．１ｈａ）】

課　　　　　題 　農家数は高齢化により減少傾向にあり、担い手の集積が課題であります。

平成２３年度までの目標
認　定　農　業　者

８　０　　　経　営　　

特定農業団体

１５２　戸　
７５　経営　 ０　法人　 ０　団体　

３　法人　

認定農業者 特定農業法人

９７８　ｈａ　　 ６５　ｈａ　　　 6.60%

耕作放棄地率

平成２１年度の目標及びその達成に向けた活動計画

農 業 委 員 会 名

都 道 府 県 名 宮　崎　県

木城町農業委員会

管内の農地面積 耕作放棄地の面積

課　　　　　題

平成２３年度までの目標

　上記と同じですが、認定農家と農業委員との意見交換会を行い、担い手・経営
者の方々の現状把握に努め、農地集積などの要望等があれば推進する。また、
関係機関・団体等が一堂に集い、昨年実施した「木城町の農業を考える懇談
会」でのテーマの一つとして、担い手の育成も掲げ農地集積の推進に努めてい
きます。

現　　　　　状

活　動　計　画

現　　　　　状

４９８　戸　

活　動　計　画

現　　　　　状
管内の農地面積

９７８　ｈａ　　

　うち主業農家

農業生産法人数

農　家　数



（１）　違反転用の状況

（２）　平成２１年度の目標案及び活動計画案

５　農地パトロール

（１）　平成２１年度の活動計画

６　農地情報の整備と共有化

（１）　平成２１年度の活動計画

◎木城町農業委員会が掲げました

について、下記の各項目に関するご意見等を募集しております。

お気軽にお寄せください。お待ちしています。

１　認定農業者等担い手の育成及び確保 ※　連　絡　先

２　担い手への農地の利用集積 〒８８４－０１０１

３　耕作放棄地の解消 宮崎県児湯郡木城町大字高城１２２７－１

４　違反転用への適正な対応 木 城 町 農 業 委 員 会

５　農地パトロール ＴＥＬ　０９８３－３２－４７８３

６　農地情報の整備と共有化 ＦＡＸ　０９８３－３２－３４４０

７　その他 メール　sangyou@town.kijo.jp

　　主な用途　　　―

活　動　計　画
　８月～１１月の農地パトロール月間に合わせて、農地に関するチラシを配布す
るとともに、委員による担当地区のパトロールを実施します。

目　　　標
　月報にて、農地転用等に関するチラシを配布し、農地に対する関心をもっても
らい、農地の違反転用防止に努めます。

違　反　転　用　の　状　況 件数　　０　件 面積　　０　ha

『平成２１年度の目標及びその達成に向けた活動計画』

活　動　計　画
（実施時期、体制、
実施回数等）

　８月～１１月の農地パトロール月間に合わせて、農地に関するチラシを配布す
るとともに、委員による担当地区のパトロールを実施します。また、半年に一度
は、委員独自の計画により各担当地区のパトロールを確実に行い、農地の有効
利用に努めます。

共有化に関する活動計画
　毎年１０月を「農家基本台帳閲覧月間」として、希望される農家の
方には、ご自身の農地についての台帳閲覧やデータ確認が出来る
ようしております。

　毎月の定例総会の付議結果はもとより、関係機関等と連携して年
一回の更新を実施する。

　農地基本台帳の情報の更新に関
する活動計画




